








(5)エレベーターは、省エネルギー性能の高い機種への切り替えや、運転台数を業務に

支障のない範囲で削減し、極力階段を利用する等、省エネノレギーに努めること口

(6)庁舎内の自動販売機については、設置台数の見直しを行うとともに、 トップランナ

ー基準を満たしている機種を設置するよう努めること。加えて、可能な限り照明の消

灯に努めること o

(7)一般公用車については低公害車の導入比率100%を維持するとともに、一般公用

車以外の公用車についても、数値目標を掲げて低公害車化を図ること o さらに、入札

に付する契約については、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、もっとも優れた

者と契約する等、環境配慮、契約法の基本方針を踏まえ契約を締結することo また、ク

リーンエネノレギー自動車については率先導入すること o

(8)公用車等の効率的利用等を極力図るとともに、併せて職員及び来庁者の自動車利用

の抑制・効率化に努めること o このため、霞が関の中央官庁において、毎月第一月曜

日は公用車の使用を原則自粛する「霞が関ノーカーデ--Jの実施や公用車の共同利用

等の対策に重点的に取り組むこと。有料道路を利用する公用車については、 ETC車

載器を設置すること o 加えて、運転手及び職員への省エネルギー運転講習の実施など

加減速の少ない運転、早めのアクセルオフ、無用なアイドリングをしない、タイヤの

空気圧を適正に保つなど確実な点検・整備等)の積極的な実践を推進すること。また、

通勤時や業務時の移動は、鉄道・パス等の公共交通機関の利用を推進すること。

(9)霞が関において自転車の共同利用を積極的に導入するとともに、利用しやすい環境

となるよう利用手続等に配慮すること o

(10) グリーン庁舎の整備を推進するとともに、グリ}ン診断に基づき、省エネ改修を重

点的に実施すること o また、省エネルギーに資する適正な施設の運用管理を徹底する

こと己なお、建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、環境

配慮契約法の基本方針を踏まえ、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する

内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案しでもっとも優れた技術提案を行った者を

特定する方式(環境配慮型フ。ロポ}ザル方式)を採用すること。

(11) 地方支分部局を含めた全ての庁舎を対象に、可能な限り ES CO  (※ Energy 

Service Company)事業を活用した省エネルギ}改修を進めるため、 「政府実行計画に

おける庁舎ESCO促進のための簡易ESCO診断実施基準J (平成19年 3月30 

日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ)に基づき、既にグリーン診断が行われてい

る庁舎についても、改めて簡易ESCO診断を実施し、可能な限り幅広く ESCO事

業を導入すること。なお、 ESCO事業の検討に当たっては、環境配慮契約法により
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国庫債務負担行為について 10年に延長されたことに留意する。

(12)地方支分部局を含めた庁舎や公務員宿舎に太陽光発電、高効率給湯器、高効率空調

機、燃料電池、複層ガラスや二重窓などの高断熱窓・サッシ、 BEMS等のエネノレギ

ー消費効率を改善するための設備、機器等を可能な限り幅広く導入すること o

(13)バイオマス燃料、都市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努め

ること o

(14)フロア、部屋等で照明、 OA機器等のエネルギーの使用状況が定期的に把握で、きる

仕組みの導入を検討するなど、職員の省エネルギーへの実践意識を高めるよう努める

こと。

(15)政府が主催するイベント等の実施にあたっては、会場の暖房の温度設定の適正化を

行うなど、省エネルギーに努めるとともに、イベント、会議等を民間に委託して行う

際には、可能な場合にはグリーン電力の活用に努めること。また、政府が後援等をす

る民間のイベント、会議等についても、同様の取組が行われるよう促すこと。

(16) その他、コピーの節減や業務の効率化等、エネルギー使用の合理化に努めること口

(17) r省エネルギ一国民運動の強化についてJ (平成19年 11月 29日、省エネノレギ
一・省資源対策推進会議決定)に基づき実施される各種取組において、関係府省庁間

の連携強化に努めること o

(18)以上のようなエネルギーの使用の合理化の措置を講じることにより、国の各行政機

関におけるエネノレギー使用量を前年度冬季 (11月""-'3月)比の削減に努めること。

(19)政府は、改正省エネ法の適切な運用を実現すべく、関係業界に対し同法の導入に伴

う事業者単位でのエネルギー管理体制の構築など周知徹底に努めること o

(20)政府は、 rn産業界及び家庭など国民に対する協力要請Jに掲げた各事項につい
て国民への周知徹底を図るため、政府関係機関、関係団体、関係業界、地方公共団体、

NPO等に対して、これらの機関・団体が産業界や家庭などに省エネルギーの呼びか

けを行うよう協力を要請する。また、別紙1の「冬季の省エネノレギーに関する各府省

庁の普及広報活動j を中心として、幅広く普及活動に努めること。

政府は、以上の対策について、その効果を把握し、その後の対策に活かすため、アン

ケート調査等により実施状況のチェック・アンド・レヴューを行う。
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2.政府は、省エネルギーが新しい積極的なライフスタイルで、あるというイメージの構築

を図るとともに、そのようなライフスタイルを子供たちゃ若い世代が受け入れられる

よう広報の実施やエネルギー教育の実施等を図る。

(1) 国民にとって省エネルギーが、我慢、節制という消極的なイメージ(生活像)では

なく、 21世紀における新しい積極的なライフスタイルで、あるというイメージの構築

を図る。食生活、ファッション、住環境等の行動様式等について、パンフレットや出

前講座等による情報提供を通じて、その実践・普及を図るなど、省エネノレギ}が積極

的に受け入れられるような意識の醸成を図り、省エネルギー型の新しいライフスタイ

ルの定着を図る。

(2)子供たちゃ若い世代が、エネノレギー問題と社会経済システムやライフスタイルとの

関わりについて理解を深め、省エネパ/ギーに向けた行動を実践する態度を身につけら

れるよう、エネノレギー教育の観点から広報を充実するとともに、学習機会の提供など

エネノレギー教育の充実を図る。

学校、企業等の場においても、地球温暖化等の地球環境問題をも踏まえ省エネルギ

ーの重要性についての理解を深めるために、教育や取組を行うよう協力を求めるとと

もに、教育関係者が適切な省エネノレギーに関する知識を身につけられるよう情報提供

を充実する。

(3)政府は職員に対し、家庭等の日常生活において、省エネルギー型のライフスタイノレ

を実践するよう意識の醸成を図るための取組を行う。

lE産業界及び家庭など国民に対する協力要請

1.工場・事業場関係

(1)エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法Jという。)に基づくエ

ネノレギーの管理の徹底を図ること o また、平成20年5月に成立した改正省エネ法に

おける事業者単位でのエネルギー管理などへ速やかに対応することができるよう努め

ることo

工場及び事業場にあっては、省エネ法に基づく「工場又は事業場におけるエネルギ

ーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準jの遵守に努めること。業務部門のエ

ネノレギー需要の増加を踏まえ、特に、飲食料品小売業、一般飲食庖、病院、宿泊業、

社会福祉・介護事業、学校、各種商品小売業等業務部門の事業所においては、 「省エ

ネルギー国民運動の強化についてJに基づき作成した「省エネルギー実施要領J(URL: 

http: / /www. enechQ_.JJ).~_ti~Q.jpltopics/080804/080804. htm)を活用し、エネルギー管

理の徹底に努めること o

(2) 自主的な省エネルギーへの取組を推進すること o

社団法人日本経済団体連合会の経団連環境自主行動計画の対象者にあっては、その
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実現に向け、工場・事業場において経済的・技術的に最高水準の省エネルギー設備の

導入や設備のきめ細かな運転の管理等により、省エネルギーへの取組を徹底して推進

すること o また、同計画の対象外の者にあっても、自主的・計画的に省エネルギーへ

の取組を徹底して推進すること。

(3) E S C 0事業の活用を含めエネルギー診断の実施を検討すること o

自らの工場・事業場について、更なる省エネノレギーの可能性を客観的に把握するた

め、エネノレギー消費設備が効率よく運用されているかどうか等について、包括的な省

エネノレギーサービスを提供するESCO事業の活用を含め、省エネルギーに関する診

断の実施を検討することo

(4)温室効果ガス排出の少ない燃料の使用等に努めること o

バイオマス燃料、都市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努め

ること。

(5)省エネルギー研修の機会の提供に努めること。

従業員やエネノレギー管理を委託している業者に対し、省エネノレギーに関する知識や

技能を身につけるための研修・講習・シンポジウム等への参加機会の提供に努めるこ

と。

2.業務・家庭関係

ア 家電機器等エネノレギー消費機器

(1)エネルギー消費機器に関する情報提供等に努めること o

家電機器、 OA機器等のエネルギー消費機器の製造・輸入事業者においては、機器

のエネノレギー消費効率を消費者にわかりやすく示すとともに、機器がエネノレギー消費

の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少ない

かきめ細かな情報提供、表示に努めること。

(2)エネルギー消費機器のエネノレギー消費効率の向上に努めることo

家電機器、 OA機器等のエネノレギー消費機器の製造・輪入事業者においては、 「エ

ネノレギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上

にするj というトップランナ一方式に基づいた機器の省エネルギー基準を踏まえ、自

ら製造・輸入する機器のエネノレギー消費効率の向上に努めること。

(3)機器の待機時における消費電力の削減に努めること。

家電機器、 OA機器、自動車等のエネルギ、}消費機器の製造・輸入事業者において

は、必要なエネルギーを必要な時に効率よく使うという観点に立ち、自ら製造・輸入

する機器の待機時における消費電力の削減に努めること o
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(4)省エネノレギーに関する適切な情報提供に努めること。

小売事業者においては、販売庖による情報提供も消費者の機器購入に当たっての重

要な判断要素となることから、統一省エネラベノレ等を活用する等により、消費者に対

して、機器のエネルギー消費効率や、エネノレギー消費効率の高い機器がエネノレギー消

費の削減にどのように役立つのか、どのような使い方が最もエネルギー使用量が少な

いかについて省エネノレギーに関する適切な情報提供に努めること。一般消費者に対す

るエネノレギー供給を行う事業者においては、消費者のエネルギーの使用状況や機器の

使用方法の工夫による省エネルギー効果等一般消費者が行う省エネルギーの取組に資

する情報提供に努めること。

(5)イベント、会議、夜間照明等におけるグリーン電力の活用に努めること o

グリーンクリスマスフェスタ(平成20年 11月下旬から 1ヶ月程度)期間中にお

けるイノレミネーション等への積極的なグリーン電力証書の活用を始め、イベント、会

議、夜間照明等を行う際に、可能な場合にはグリーン電力証書の活用に努めること o

(6)エネルギー消費効率の高い機器の選択・購入に努めること。

家電機器、 OA機器等のエネルギー消費機器の購入に当たっては、政府、事業者等

が提供するエネノレギー消費効率に関する情報を参考としつつ、エネルギー消費効率の

高い機器を選択すること o 特に、エアコン、冷蔵庫、テレビの購入に当たっては統一

省エネラベルによる省エネ性能表示に留意し、エネルギー消費効率の高い機器を選択

すること。その際、必要に応じて省エネ型製品普及推進優良庖の活用や省エネ家電普

及促進フォーラムの活動、特に省エネ家電普及促進ウィーク(平成20年 11月21 

日から平成20年 12月31日)を活用し、ウィーク期間中における積極的な省エネ

家電の選択・購入に努めること o

(7) 白熱電球から電球形蛍光ランプへの切替えに努めること o

照明機器の購入に当たっては、白熱電球から電球形蛍光ランプへ代替可能なものに

ついて原則切替えに努めることo

(8)国際エネノレギースターロゴの表示がある機種等の導入に努めることo

パソコン等のOA機器を購入する際には、待機時消費電力が削減された製品に付さ

れる国際エネルギースターロゴの表示がある機種又はこれと同等以上の効率を有する

機種の導入に努めること。

(9)エネルギー消費機器の利用の際には、省エネルギーに努めること。

家電機器、 OA機器等のエネルギ}消費機器の利用に当たっては、必要性に応じた

容量の選択等、機器の特性に応じた合理的な使用に心掛けるとともに、不要時にはこ

まめに電源を切る等、省エネルギーに努めること o
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(10)家庭等において把握している省エネ方法について、実践を図ること o 特に、家庭・

オフィスにおいて、省エネナビ等のエネルギー消費量を見える化できる機材等を用い

たエネルギー使用量の把握に努め、省エネルギー活動の可能性について検討を行い、

省エネチェック表(別紙2)を参考とした実践に努めること o

また、省エネアイデアの実践やその効果を評価する「省エネコンテストJや、 「地

球温暖化対策一村・一品知恵の環づくり事業Jなどへの積極的な参加を通じて家庭等

における創意工夫に基づいた省エネの実践にも努めること。

イ 住宅、ピノレ等について

(1)外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のため、的確な設計及び施工を行うこと D

住宅、ピノレ等の新築、増改築、改修等に当たっては、外壁・窓等を通しての熱の損

失の防止を図るため、省エネ法に基づ、く住宅及び建築物の省エネノレギー基準を踏まえ、

断熱材の利用、設計・施工上の工夫による熱負荷の低減など的確な設計及び施工を行

うこと o

(2)エネノレギー消費効率が優れ、かつ、効率的な使用が可能となる設備の設置等を行う

こと o

住宅、ピノレ等の新築、、増改築i改修等に当たっては、設備に係るエネノレギ}の効率
的利用を図るため、省エ不法に基づく住宅及び建築物の省エネノレギー基準を踏まえ、

エネルギー消費効率が優れ、かっ、効率的な使用が可能となる設備の設置又は適切な

改修を行うこと。

(3)夜間照明等におけるグリーン電力の活用に努めること o

ピル等で、夜間照明を行うに当たっては、可能な場合にはグリーン電力証書の活用に

努めること o また、グリーンクリスマスフェスタ(平成20年 11月下旬から 1ヶ月

程度)期間中におけるイルミネーション等への積極的なグリーン電力証書の活用に努

めること。

(4)温室効果ガス排出の少ない燃料の使用等に努めることo

バイオマス燃料、都市ガス等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努め

ること o

(5)既設の設備の更新や改善、建築物の維持保全等を行うこと。

住宅、ピノレ等の所有者は、既設の設備の更新及び改善、付加設備の導入等に努める

等、使用状況に応じた効率の良い設備を設置すること。

また、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び設備に係るエネノレギ}の効率的利

用の観点から、住宅、ピノレ等の適正な維持保全を行うとともに、性能の向上を図るた

め、改修その他の所要の措置についても検討すること o

特に、窓ガラスやサッシに関して、消費者が窓を購入する際に断熱性能の高い製品
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を容易に選別できるよう、その省エネ性能を星印により等級表示する制度(以下、断

熱性能表示ラベル)を開始していることから、窓ガラスやサッシの製造事業者等は断

熱性能表示ラベルの活用に努め、消費者は購入に当たって断熱性能表示ラベルに留意

するよう努めること。

(6)暖房中の室温20
0Cを目途に適切に調整する他、照明、エレベーター等のエネルギ

ー消費についてきめ細やかな管理を行うこと o

住宅、ピノレ等においては、適切な暖房温度の下で快適に過ごせるよう「ウォーム・

ピズ」を励行し、暖房中の室温が 20
0

Cを目途に適切に調整、業務に支障のない範囲

で昼休み等における消灯、エレベーターの運転台数削減に努める等、エネノレギー消費

について適正な管理を行うこと oまた、ピノレ等のエネノレギー管理推進のため、事務所、

庖舗等とピノレ等の管理者、所有者との連絡を密にするための組織を整備するなど、エ

ネノレギーの管理について組織面で、の充実を図ること。また、屋外照明施設の深夜の消

灯や減灯などの適切な点灯管理を行うとともに、白熱電球から電球形蛍光ランプなど

へ代替可能なものについては原則切り替えに努めること o

(7) ピノレ等におけるエネルギー管理の徹底を図ること o

省エネ法に基づく「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事

業者の判断の基準jの遵守に努めること。

(8) E S C 0事業の活用を含め省エネルギー診断の実施を検討すること o

自らの事業場について、更なる省エネノレギーの可能性を客観的に把握するため、エ

ネルギー消費設備が効率よく運用されているかどうか等について、包括的な省エネル

ギーサービスを提供するESCO事業の活用を含め省エネルギーに関する診断の実施

を検討すること o

(9)省エネルギー研修の機会の提供に努めること。

従業員やエネルギ}管理を委託している業者に対し、省エネルギーに関する知識や

技能を身につけるための研修・講習・シンポジウム等への参却の機会の提供に努める

ことO

(10) 1 Tを活用したエネノレギ}需要マネジメントシステムの導入に努めること o

ITを活用して、エネノレギーの使用をともなう機器について、最適に制御するため

の需要マネジメントシステムの導入に努めること o

(11)省エネルギーに資するような事業活動の合理化に努めること。
事務の見直し等により残業を削減する等、省エネルギーに資するような事業活動の

合理化に努めること。

Q
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3.運輸関係

(1)省エネ法に基づくエネルギーの管理の徹底を図ること o

貨物(旅客)輸送事業者にあっては、省エネ法に基づく「貨物(旅客)の輸送に係

るエネルギーの使用の合理化に関する貨物(旅客)輸送事業者の判断の基準Jの遵守

に努めること。

また、荷主にあっては、省エネ法に基づく「貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送

に係るエネルギー使用の合理化に係るエネノレギー使用の合理化に関する荷主の判断基

準Jの遵守に努めること o

(2) 自ら製造・輸入する機器のエネノレギー消費効率の向上に努めること。

自動車等のエネノレギ←消費機器の製造・輸入事業者においては、 「エネノレギー消費

効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にするj とい

うトップランナ一方式に基づいた機器の省エネルギー基準等を踏まえ、自ら製造・輸

入する機器のエネノレギー消費効率の向上に努めること。

(3)エネノレギー消費効率のよいものを選択すること o

自動車の購入に当たっては、省エネルギー基準を踏まえ、政府、事業者等が提供す

るエネノレギー消費効率に関する情報を参考としつつ、ハイブリッド車やアイドリング

ストップ車等の燃料消費効率の優れた自動車の導入に努めること。

(4)物流の効率化を図ること o

貨物輸送に際しては、輪配送の共同化等による積載効率の向上、鉄道や内航海運と

いった大量輪送機関の積極的活用等、物流の効率化を図ること。

(5)公共交通機関の利用等の促進に取り組むこと。

通勤や業務時の移動及び休暇におけるレジャー等の人の移動に際しては、できる限

り鉄道、パスなどの公共交通機関の利用を図り、近距離移動に際しては、徒歩や自転

車での移動を図ること o 道路交通混雑の緩和のための時差通勤の促進に積極的に取り

組むこと o

(6)輪送機関における暖房温度の適正化に努めること。

鉄道、パス、 トラック、自家用及び業務用自動車、航空機、船舶等の暖房中の室温

は、 200Cを目途に適切な調整に努める等、エネノレギー消費について適正な管理を行

うことo

(7)エコドライブの実践等に加えて、自動車の利用をできる限り控えること o

自動車を利用する場合には、エコドライブ(やさしい発進、いわゆる「ふんわりア

クセノレらスタート~ J 、加減速の少ない運転、早めのアクセノレオフ、無用なアイド

リングをしない、タイヤの空気圧を適正に保つなど確実な点検・整備等)の実践、交
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通渋滞の軽減に資するシステムの利用(例えばVICSの活用等)等とともに、自動

車の利用をできる限り控えることにより、省エネルギーに努めること o

(8)温室効果ガス排出の少ない燃料の使用等に努めること o

バイオマス燃料等温室効果ガスの排出の少ない燃料の選択、使用に努めること。

4.その他

(1)地域においては、ブロック単位で設置された地域エネルギー・温暖化対策推進会議

を通じて各地域の政府機関、地方公共団体、経済団体、消費者等との情報共有・連携

を図る等、地域の特性を踏まえた取組を推進すること。

(2)省エネノレギーに資する、廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユ}ス)、

再生利用(リサイクノレ)に努めること o

(3)その他、エネノレギーの使用の合理化を図ること o

噌
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(別紙1)

O 冬季の省エネノレギーに関する各府省庁の普及広報活動
省庁

内閣府

.(，，，.，¥ 

'1'11:.， 

法

外

財

務

務

務

務

省

省

省

省

実施する

1.政府広報を通じ、冬の省エネルギーの普及広報活動を行うo

念念
日 及

2.パンフレット菌姉、ホ}ムページ事騒動等を通じ、省エネノレギ}の普及儲隼を図る。

広 幸良 1舌 動

3.都道府県、関係団体に対し、冬季の省エネノレギー対策の「層付縫について襲青ずるとともに、省資原・省エネルギー国国軍動防措飴議等を通じ、省資

源・省エネルギーの普及啓発の充実を図る。

1. 'r静隠副首蚕業の関係団体等に対し、 't静隠劃言を活用したあ扇f潜(テレワーク)や自動車お邑の円滑化物流0場捧化など省エネルギ}に資する情報車{訴u
用の普及に努めるとともに、省エネルギーの一層の周知徹底を図るよう要請する。

2.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギ}を実践オるため、 3メディア対応型VICS対応車議機の普

及促進を図る。

3. r冬季の省エネノレギ}対策lこついてJ G!鱗会議決庖について、本省内、地方支分部局等に対し、周知することにより、省エネルギーの普及促進を図って
いる。

1.本省内、土励文分部局等に対し!省エネノtdt丸一国間霊動の蜘乙についてj及び「冬季の省エオミノレギー対策についてJ G麟会議決勉の推進に努めるよう周知
徹底を図るとともに、本省内のポスタ}掲示、ホ}ムベー汁肴載等を通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネノレギ)意識の定着及び実践を図ってい

る。

2.中央合同庁舎第6号倉吉においては、 「冬季の省正ネルギー対策Jを定め、暖房運転開始前に省内部局等に対し周知することにより、省エネノレギーの普

及促進を図っている。

1.本省内、関係団体等に対し f冬季の省エネノレギー対策についてJ G輪会議決渇の重要性及。堺縫を周失轍底を図るとともに、本省内のポスタ}掲示等を
通じ、省エネルギーの普及広報に努め、省エネノレギ一意識の改革及び実践を図っている。

1. r冬季の省エネルギ}対策についてJ 鑓絡会議決胞について、ヰ省内、地方おう部局等に対し、周知することにより、省エネノレギーの普及促進を図って
いる。

文部科学省 1.1.教育委員会及び関係機関等に対し、「冬季の省エネルギー対策についてJ G裏絡会議決局の描隼に努めること及。渚エネノレギーの重喪性について周知
徹底するとともに、学校における省エネルギ一点検チェックリストを送付し、省エネノレギー対策を効尉句に実指するよう協ロりを要請する。

厚生労働省

2. r冬季の省エネルギィ対策についてJ G輪会議決勉及び引き続き省~/レギデ対知縫のための実施要領(パンフレット)のホームベー乃島載針重じ、省

エネルギ}の普及{応隼を図っている。

3.各都道府県・政制鯨闇市教育委員会に対して、経済産業省及び民間事業者と連携して、公開時の佐会教育施設等を活用した掛或におけるエネノレギー教育・

啓発活動を抱隼している。

4.大学等に対し、省エネルギー対策の手引き(r大学等における省エネルギー対策J)を作成し配布するとともに、 f大学等における省エネノレギ一対策
に関する研修会Jを開催し、きめ細やかな省エネルギー対策の普及偲隼を図っている。

1.省エネ総点検の日Jに向けて、関係団体等を通じ、省エネルギーの周知に努め、また、普及広報活動も含め協力を依頼する。

2.建築物環境衛生管理財蹄講習会において、ピルの管理業務における省エネノレギ}対策に関する講義を行う。

3.年次有給令同展の取得促進や長時間労働の抑制に向けて、 「労働時間等見直しガイドラインjの周知啓発など国民的気運の醸成のための広報啓発活動に

努める。
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省

庁
四
産
申
水

省
国
圃
林農

経済産業省

国土交通省

実 施 す 虫色
目 広及 報る 活 動

1.農林漁業者等に対し、パンフレットの配布やインターネットによる情報提供、関係団体等を通じて、農林k産業における省エネルギ}対策について普
及広報を行う。

2.農業者に対して施設園芸の省エネルギ一生産管理の実践や農業機械の省エネルギー利用の描釦こついて、利用マニュアルや生産管理チェック、ン}トの

画師、インターネットによる憐R提供等を通じて普及促進活動を行う。

3.漁業者等に対して、糊合の経痛恵度での遺留守、機関の適正な保守点検等の省エネノレギー対策について漁協系統広報誌、インターネットによる情報提供

等を通じて普及促進活動を行う。

4.食料の輸送に伴う閥斗の消費抑制にも資するため、地産士郎首の推進の普及啓発活動を行う。

1. 全国主要都市において、l 省エネルギ'--O)~街頭キャンベーン等を実施し、広く省エネルギ}を呼ひ潜トける。

2.本省及協防経済産業局等においてパンフレット菌師、オトムベ一九鵜樽を通じ、省エネルギーの普及俗隼を図るとともに関係団体等を通じ省エネルギ

ーの周知徹底を図るよう要請する。

3.民間団体等を通じて、

(1)省エネルギーポスターを作成し、全国規模で官公庁、政府関係団体、関係業界、地方公共団体、学校等に貼什する。

(2)機器のエネルギー消費効率等をわかりやすぢ一知消費者に示す I省エネ性有包カタログj を作成・酒持する。

(3)将来を担う子供たちの省エネルギー訴哉の定着・向上を図るため、省エネ教室等の省エネ教育関連イベントを全国で実施する。

(の家庭等において、エネノレギー使用量をリアノレタイムで挙控できるエネルギー使用量茨示計ぞ省エネナピ等?を用いて通常ベースの使用量、省エネルギ」刊

一スの使用量等の調査、情報提供を行い、その成果等について広く儒間態貯る。

(5)エコドライブの実践方法を広く情報提供すると共に、講習会及。激習会を実施す一る。

(6)その他、新聞広報、ホームページ、インターネット等による省エネルギー広報の強化を図る。

(7)ピルにおける省エネ手法を紹介したパンフレットの配布を行う。

4.グリーン物訴かレトナ」シップ会議の活動を通じ、トラックの輸送効率弘菌際複合一貫輸送、複数荷主によるそーダノレンフト、 3PL事業による物流の効

率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。

1. (財)建築環境・省エネノレギー機構を通じ、省エネルギー基準やその計算対去等に関する(建築環境・省エネルギー講習会jを開催するとともに、 「環

境・エネルギー優良建築物マーク表示制度j、 「環境共生住宅認定制度Jを実施し、環境共生住宅巡回展を開催する。

2.鋭萱事業者に対し、省エネルギーに関するポスターを掲示する等広報に努めるように要請する。

3.ホームベ}ジ掲載等により、ガソリン自動車の燃費一覧の↑育報提供を行う。

4.グリーン物紛，，--トナ」シッブρ会議の活動を通じ、 トラックの輸送効率弘国際複合一貫輸送、複数荷主によるそ}片レンブト、 3PL事業による物流の効

率化等の取組みの普及・拡大を呼びかける。

5.運輸事業者のグリ}シ経営(環境負荷の少ない事業経営)宇鎚のための「グリ}ン経営抱隼マニュアルJ (自動車海事及ひそ倉庫関係事業者向け)の配

布、講習会の開催等を行う。

6.道路交通情報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を留り、省エネルギーを実践オるため、 VICSの普及促進を図る。
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省庁

環境省

防衛省

警察庁

実施'する普及広報活動

1.経済界をはじめとする各界と連携しながら、各種メディアを有機句こ用いて、地鰍嵐妥化の危機械兄を伝えるとともに6つの具偽拘な湖菱化防止の行動の

実践を促す、 「チーム・マイナス6%Jを愛称とした国民運動を描隼する集中キャンペ}ンを実施する。

2. rチーム・マイナス6%Jとして、省エネノレギーにつながる新しいライフスタイルハの転換キ省エネノレギ寸効果の高し虫2品への買換えなどを呼ひ潜トける。
3.家庭におけるエコライフを推進するため、 f我が家の環境大臣Jで環境家計簿を提供するなどホームベ}ジやイベントを通じた情報提供を行う。

1.本省:及。せ紡掲示部局並びに関係、団伽こ対し「冬季の省エネノレギ一対策についてJ G!輪会議対白の資料掛姉し、その重要性及。渚エネルギーの意義を周

知碕憶するとともに、ポスター、貼り来恥掲示、エコ・アイデアの募集を通じて意識高揚に努める等、省エネノレギ}対策の普及を図る。

2.当省の環境保全の取組、家庭でできる省エネノレギー対策等について省OA掲示板に掲載することにより、職員に対し周知を図る。

3.庁舎内に設完封昆度等のポスタ}を掲示することにより省エネルギー対策を周知する。

1.関係団体に対し、経済運転や不要不急のマイカ}の手l朗自粛等の普及広報活動を行うよう要請。i 

2.都道府県警察に対し、経済運転・節約運転の方法、駐車違反の防止等について普及広報活動を行うよう要請。

3.交通需要マネジメント方蹴等、省エネルギーに資する施策推進の普及広報に努める。

4.道路知重↑育報のきめ細かな収集と適切な提供等により交通流の円滑化を図り、省エネルギーを実践す:るため、 3メディア対応型VICSの普及促進を図

る。

5. 燃糊費量及び二酸化炭素排出量!駒場見脅から、エコドライブ(やさしい発進いわゆる fふんわりアクセノレ Weスタート~ J、力的鵡ηかなし症患早め

のアクセ凡寸ブ、無用なアイドリングをしないこと、タイヤの空知玉をi甑Bこ保つなどの確実な尉実・整。綜斡の広報啓発を促進する。

人
以ム 融

1. r冬季の省エネルギ}対策についてJ G!鱗会議決勉について、本庁内、関係団体等に対し周知することにより、省エネノレキL の普及促進を図っている。庁

. 14・



省エネチェック表

11冷房は280C、暖房は200Cを目安に温度設定をしている。
。冷房時:エアコンの温度設定を 27

0

Cから 28
0

Cに

。暖房時:エアコンの温度設定を 21
0

Cから 20
0

Cに
。暖房時:ガスファンヒ}ターの温度設定を 21

0

Cから 200Cに

.暖房時:石油ファンヒーターの温度設定を 21
0

Cから 20
0

Cに

21電気カーペットは部屋の広さや用途にあったものを選び、温度設定をこまめに調
節している。

。部屋の広さや用途にあったものを選ぶ

-設定温度を下げる

QI冷暖房機器は不必要なつけっぱなしをしないように気を付けている。
-冷房時 (28

0

C) :エアコンを 1日1時間短縮
-暖房時 (2OOC) :エアコンを1日1時間短縮

4砂暖薦時 (2OOC) : :ガスファンヒーターを1日1時間短縮

.暖房時 (2OOC) :石油ファンヒーターを1日1時間短縮

.11こたつはこたつ布団と一緒に敷布団と上掛けも使用し、温度設定をこまめに調節
している。

-敷布団と上掛け布団

4・設定温度調節

10 

11 

12 I :煮物などの下ごしらえは電子レンジを活用している。
.葉菜(ほうれん草、キャベツ)の場合

・果菜(プロツコリー、カボチャ)の場合

4b根菜(ジャガイモ、里芋)

引電気ポットは長時間使わない時には コンセントからプラグ械くようにし川。

比 i食器洗い乾燥機を使用する時は、まとめて洗い温度調節もこまめにしている。
。手荒いと比較した場合
ほす一

をこまめに調節し、使わない時はふたを関めるようにしている0

・使わない時にふたを閉める

・便座の設定温度を1段階下げる

・洗浄水の温度設定を1段階下げる

-15 -

(別紙2)

670円 YES口
1，170円 YES口
1，220円 YES口
820円 YES'口

1，980円
4，090円 YES口

410円 YES口
900円 YES口
1，980円 YES口
1， 360円 YES口

710円

1，080円 YES口

230円 YES口

1，320円 YES口

960円 YES口
1，030円 YES口
940円 YES口
2，360円 YES口

9，040円 YES 0 

2，920円 IYES口

770円
580‘円

300円

YES口
YES口
YES口



(参考文献:r家庭の省エネ大辞典2008年版J)

「家庭の省エネ大辞典2008年版」 の詳細はこちら!

l 会宇J

網 16“



特に心がけていただきたい冬期の節電活動

空調

照明



く業務・家庭関係>
O緩房中の室温は20.Cを目途に適切に調整するよう努めること
0照明機器の賎入に当たっては、白熱電球から電磁形蛍光ランプへの原則切替に努めること
Oイベント・会議・夜間照明等におけるグリーン電力の活用に努めること O 
O窓ガラスやサッシの利用・販売に関しては、断熱性能表示ラベルの活用に努めること

<工場・事業場関係>

0平成20年5月に成立した改正省エネ法(平成21年4月1日施行)の事業者単位での
エネルギー管理などへ速やかに対応することができるように努めること。

など

<事例紹介>

電Iま形蛍光ランプ12W

O 

〈:込
白熱電球60翌日OWI 900 7.128 計8，028円

。 2，000 4，000 6，000 8，000 
(円}
10，000 

置霊霊'M墨画


